
 

平成２３年１１月１１日 
株式会社  山梨中央銀行  

 
 

金融円滑化に向けた取組み状況について 

 

 

株式会社山梨中央銀行（頭取 進藤 中）は、昨今の経済金融情勢および雇用環境を踏ま

え、金融円滑化に向けた取組みとして、基本方針を策定するとともに、返済条件の変更等

の申込みに適切に対応するための体制を整備しております。 

今般、平成２１年１２月に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るため

の臨時措置に関する法律」に基づき、平成２３年９月３０日現在の返済条件の変更等の実

施状況をとりまとめましたので、お知らせいたします。  
 当行は、地域社会の繁栄と経済発展に貢献するため、地域密着型金融と金融円滑化に向

けた取組みを、なお一層強化してまいります。 

 

 

お知らせの主な内容 

 

〔金融円滑化に関する基本方針〕 

１．適切かつ積極的な金融円滑化への取組み 

２．ご相談等への真摯な対応 

３．適切な審査の実施 

４．経営改善等の取組みの積極的な支援 

５．適切かつ丁寧な説明の徹底 

６．他の金融機関等との緊密な連携 

７．ご意見･ご要望および苦情への適切な対応 

８．人材の育成 

 

〔体制整備の概要〕 

 １．返済条件の変更等の対応状況を適切に把握するための体制 

 ２．返済条件の変更等に係る苦情相談を適切に行うための体制 

 ３．お客さまの事業の改善または再生のための支援を適切に行うための体制 

 

〔返済条件の変更等の実施状況〕 

 １．平成２３年９月３０日現在の返済条件の変更等の実施状況 

 

 詳細につきましては、別紙をご覧ください。 

 

 以 上 
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金融円滑化に関する基本方針 

 

 

当行は、「地域密着と健全経営」を経営理念とし、地域のお客さまへの円滑な資金供給や経

営改善に向けた取組みの支援など、地域密着型金融の推進に積極的に取組んでまいりましたが、

最近の経済金融情勢および雇用環境を踏まえ、なお一層、中小企業のお客さまおよび住宅資金

をご利用のお客さまに対する金融円滑化に向けた取組みを強化してまいります。 

 

 

〔基本方針〕 

 

 

１．適切かつ積極的な金融円滑化への取組み 

・銀行業務の公共性および社会的責任を踏まえ、中小企業のお客さまの事業活動の円滑な

遂行と、住宅資金をご利用のお客さまの生活の安定のため、適切かつ積極的に金融円滑

化に取組みます。 

・本方針を全役職員に周知するとともに、必要に応じてその見直しを行ってまいります。 

 

 

２．ご相談等への真摯な対応 

・中小企業のお客さまや住宅資金をご利用のお客さまからの返済条件の変更等のご相談に

対しては、お客さまのご事情をきめ細かくお聞きし、真摯に対応いたします。 

 

（１）中小企業のお客さまへの対応 

・お客さまの事業についての改善または再生の可能性等を勘案し、可能な限り返済条

件の変更等に努めます。 

（２）住宅資金をご利用のお客さまへの対応 

・お客さまの将来にわたる無理のない返済に向けて、きめ細かくご相談に応じ、財産

の状況や収入の状況を勘案し、可能な限り返済条件の変更等に努めます。 

 

 

３．適切な審査の実施 

・お客さまの実情をきめ細かく把握し、適切に審査します。 

特に、中小企業のお客さまからの返済条件の変更等のお申込みに対しては、決算書の表

面的な計数などによる機械的・画一的な判断をせず、技術力や将来性を重視し、適切に

審査します。 

・返済条件の変更等を行ったことがあるお客さまからの新規のお借入れ、および返済条件

の変更等の再度のお申込みに対しては、過去の形式的な事象にとらわれず、お客さまの

実情をきめ細かく把握し、適切に審査します。 

（ 別 紙 ） 
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４．経営改善等の取組みの積極的な支援 

・当行グループのコンサルティング機能を発揮し、各種の課題解決に向けたソリューショ

ンを提供します。 

・経営相談・経営指導に積極的に取組むとともに、お客さまの経営改善計画の策定を支援

します。 

・経営改善計画を策定されたお客さまにつきましては、経営改善の実現に向けて、継続的

に必要な助言を行います。 

 

 

５．適切かつ丁寧な説明の徹底 

・お客さまへのご説明にあたっては、お客さまの知識や経験等に応じて、わかりやすく丁

寧にご説明いたします。 

・返済条件の変更等に必要な事項がある場合には、その内容を可能な限り速やかにお客さ

まに提示し、十分にご説明いたします。 

・返済条件の変更等のお申込みに対し、お客さまのご要望に沿えない場合には、これまで

の取引関係やお客さまの知識・経験等を踏まえ、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧

にご説明いたします。 

 

 

６．他の金融機関等との緊密な連携 

・当行以外の金融機関や住宅金融支援機構からもお借入れをされているお客さま、または

信用保証協会等をご利用のお客さまから、返済条件の変更等のお申込みがあった場合に

は、お客さまから同意をいただいたうえで、当該金融機関等と緊密に連携し対応いたし

ます。 

・中小企業再生支援協議会、企業再生支援機構、整理回収機構、事業再生ＡＤＲ解決事業

者などの外部機関と連携し、お客さまの再生に取組んでまいります。 

 

 

７．ご意見・ご要望および苦情への適切な対応 

・返済条件の変更等のお申込みをお断りした場合、またはお客さまがお申込みをお取下げ

になる場合には、その経緯を可能な限り具体的に記録し、保存します。 

・返済条件の変更等に関する苦情・相談をお受けした場合には、苦情・相談の内容を可能

な限り具体的に記録し、保存するとともに、適切かつ迅速に対応いたします。 

 

 

８．人材の育成 

・お客さまからの相談に適切に対応できるよう、お客さまの事業価値を適切に見極める能

力の向上に努めてまいります。 
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〔体制整備の概要〕 

 

 

１．返済条件の変更等の対応状況を適切に把握するための体制 

 

（１）中小企業のお客さまや住宅資金をご利用のお客さまに対する金融円滑化について、必要

な体制を整備するとともに、金融円滑化に関する取組方針の策定およびその取組状況の

統括・管理を行うため、専務取締役を委員長とする「金融円滑化推進委員会」を設置い

たしました。 

（２）営業店長を「金融円滑化推進責任者」とし、お客さまからの相談に迅速に対応するため

の店内体制を整備いたしました。 

（３）返済条件の変更等のお申込みがあった場合は、もれなく記録し、保存します。 

（４）各営業店の金融円滑化推進責任者は、案件の進捗管理を行い、検討が長期化することに

よりお客さまにご迷惑がかからないよう適切に対応します。 

（５）各営業店の金融円滑化推進責任者は、中小企業のお客さまや住宅資金をご利用のお客さ

まからの返済条件の変更等のお申込み、応諾、謝絶および検討の進捗状況を定期的に取

りまとめ、融資審査部に報告します。 

また、融資審査部は、各営業店からの報告を取りまとめ、金融円滑化推進委員会に報告

するとともに、取締役会等に報告します。 

（６）取締役会等は報告の内容を検証し、必要に応じて、体制の見直し等を各所管部署に指示

します。 

 

 

２．返済条件の変更等に係る苦情相談を適切に行うための体制 

 

（１）各営業店においては、苦情受付の担当者が返済条件の変更等に係るお客さまからの苦情

相談に対応します。 

（２）本部においては、中小企業のお客さまや住宅資金をご利用のお客さまからの返済条件の

変更等に関する専門の苦情相談窓口（「金融円滑化苦情相談受付窓口」）を設置し、苦

情相談に対応します。 

なお、苦情相談窓口には、フリーダイヤルを設置しております。 

（３）各営業店は、お客さまからの返済条件の変更等に係る苦情相談を受付けた場合は、その

内容をもれなく記録・保存するとともに、お客様サービス室に報告します。 

また、お客様サービス室は、所管部署と連携して苦情相談事案の分析、再発防止策の検

討を行い、その対応状況とともに取締役会等に報告します。 

（４）お客様サービス室は、各営業店から苦情相談の状況について報告を受け、本部各部およ

び営業店と協力して問題の解決に努めます。 

（５）取締役会等は、再発防止策等が十分であるかを検証し、必要に応じて、体制の見直し等

を各所管部署に指示します。 
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３．お客さまの事業の改善または再生のための支援を適切に行うための体制 

 

（１）当行グループのコンサルティング機能を発揮し、各種の課題解決に向けたソリューショ

ンを提供します。 

（２）企業再生支援専担部署等がお客さまの経営改善計画の策定・実践を支援します。 

また、経営改善計画を策定されたお客さまにつきましては、継続的に経営改善計画の進

捗状況を確認・検証させていただき、経営改善計画の見直しも含めて、きめ細かく助言・

支援します。 

（３）中小企業再生支援協議会、企業再生支援機構、整理回収機構、事業再生ＡＤＲ解決事業

者などの外部機関とも連携し、お客さまの事業の再生に取り組みます。 

（４）お客さまの経営の実態や将来性を適切に見極める能力を向上させるための実践的な行内

研修を行い、ご相談に適切に対応できるよう努めてまいります。 

 

 

以 上 



融資審査部
（金融円滑化管理に関する統括部署）

【連携】
外部専門家（経営コンサルタント等）
外部機関（中小企業再生支援協議会等）

経営管理部
お客様サービス室

（金融円滑化苦情相談受付窓口）

常　務　会

営業店（出張所）

（金融円滑化ご相談窓口）

営業店長（出張所長）
【金融円滑化推進責任者】

営業統括部
ダイレクトマーケティングセンター

融資審査部長
【金融円滑化管理責任者】

（経営改善支援・再生支援の統括）

　
お
　
　
客
　
　
さ
　
　
ま

ローンスクエア
（休日相談窓口）

≪フリーダイヤル≫
0120-201-862

ご相談 ・
お申込み

真摯かつ適切な
対応

苦　情　相　談

真摯かつ適切な対応

苦　情　相　談

監査役会

頭　取

行 内 体 制 の 概 要

　　　　　　　関係部

　　　■ 経 営 企 画 部
　　　■ 営 業 統 括 部
　　　■ 経 営 管 理 部
　　　■ 人 事 部

担当取締役

取　締　役　会

監査部

【金融円滑化推進委員会】

委員長：専務取締役

≪フリーダイヤル≫
0120-365-556

ローンサポートセンター
（住宅ローンご返済相談窓口）

返済相談の専担者を配置
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〔返済条件の変更等の実施状況〕

１．平成２３年９月３０日現在の返済条件の変更等の実施状況
（１）中小企業のお客さまからの申込みへの対応状況

（単位：百万円）
平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

平成23年
12月末

平成24年
３月末

7,968 26,802 47,748 64,843 86,895 104,857 125,786 141,046

5,243 22,005 42,832 59,447 80,959 97,505 117,630 132,299

0 309 500 806 840 1,171 1,781 1,881

2,716 3,771 3,030 2,838 2,762 3,571 3,120 3,350

7 714 1,384 1,751 2,332 2,608 3,253 3,514

1,220 7,764 14,642 20,686 27,573 33,809 39,438 43,813

0 164 342 474 508 518 527 558

（単位：件）
平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

平成23年
12月末

平成24年
３月末

259 1,098 1,916 2,566 3,253 3,988 4,651 5,195

121 825 1,582 2,235 2,921 3,571 4,226 4,717

0 23 40 53 56 61 67 74

137 204 197 138 101 153 118 146

1 46 97 140 175 203 240 258

68 546 1,044 1,477 1,888 2,326 2,711 3,016

0 18 33 43 46 47 48 54

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権のうち実行に係る貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

【債権の額】

【債権の数】

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権のうち実行に係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額
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　２．住宅資金をご利用のお客さまからの申込みへの対応状況

【債権の額】 （単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

平成23年
12月末

平成24年
３月末

967 4,529 6,516 8,384 9,596 11,117 12,705 13,748

うち、実行に係る貸付債権の額 79 1,164 2,882 4,376 5,523 6,669 7,590 8,584

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 143 550 798 1,062 1,212 1,337 1,418

うち、審査中の貸付債権の額 776 2,366 1,330 952 525 512 840 640

うち、取下げに係る貸付債権の額 111 854 1,753 2,257 2,483 2,723 2,937 3,104

【債権の数】 （単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

平成23年
12月末

平成24年
３月末

78 302 431 551 616 712 817 892

うち、実行に係る貸付債権の数 6 92 200 294 359 430 494 566

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 11 38 56 72 80 88 93

うち、審査中の貸付債権の数 67 146 86 62 29 31 48 39

うち、取下げに係る貸付債権の数 5 53 107 139 156 171 187 194

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
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